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あなたの健康づくりを応援します

　高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
拠
出
金
お
よ
び
保
険
給
付
の
適
正
化
を
目
的
に
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
50
条
に
基
づ
き
、
毎

年
度
被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
は
、
被
扶
養
者
の
方
の
現
況
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
加
入
者
の
皆
様
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
に
つ
な

が
る
大
切
な
事
務
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
2
年
度
の
実
施
方
法

●
確
認
の
対
象
と
な
る
方

令
和
2
年
10
月
16
日
現
在
、
満
18
歳
以
上
の
被
扶
養
者
の
方

た
だ
し
、
令
和
2
年
4
月
1
日
以
降
に
被
扶
養
者
と
な
っ
た
方
は
確
認
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
提
出
期
限

令
和
3
年
1
月
20
日（
水
）

事
業
所
の
健
康
保
険
担
当
者
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
に
つ
い
て

あなたが加入している健康保険組合です。
大切なお知らせを掲載しています。ご家族の皆さまでお読みください。

ひょうご健康企業宣言

「ひょうご健康企業宣言」（健康企業を目指して、
事業所と健康保険組合が協働して健康づくりに取り
組むことを宣言する）を当組合加入の次の事業所が
宣言しました。

神貨自動車株式会社 兵庫県神戸市長田区

http://www.hyogo-unyu-kenpo.or.jp/
兵庫県運輸業健康保険組合のホームページ

姫
路
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
入
園
券
割
引
契
約
に
つ
い
て

加
入
員
の
皆
さ
ま
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め
、
姫
路
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー

ク
の
入
園
券
に
つ
い
て
来
年
の
3
月
末
ま
で
の
期
間
中
、 

割
引
利
用
を
契
約
し

て
お
り
ま
す
。

入
園
券
が
必
要
な
方
は「
姫
路
セ
ン
ト
ラ

ル
パ
ー
ク
利
用
券
申
込
書
」に
利
用
負
担
金

額
を
添
え
て
事
業
所
単
位
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。（
申
込
書
は
当
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

※
転
売
サ
イ
ト
へ
の
転
売
や
不
正
使
用
・
流
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
未
使
用
の
入
園
券
の
払
戻
し
は
い

た
し
か
ね
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

大人

子供

幼児

中学生以上

小学生

3歳～小学生未満

1,800円

1,100円

600円

【利用者負担金】

姫路セントラルパークホームページ
https://www.central-park.co.jp/

な
く
な
り
次
第
終
了

主 な 内 容
新年のごあいさつ
年間医療費のお知らせ及び医療費控除について
特定健診受診案内について



　
被
保
険
者
な
ら
び
に
ご
家
族
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
気

持
ち
も
新
た
に
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
を
席
巻
し
、
私
た
ち
の

生
活
様
式
が
一
新
さ
れ
た
史
上
類
の
な
い
激
動
の
一
年
で
し
た
。

「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
が
開
催
目
前
で
延
期

と
な
り
、
さ
ら
に
事
業
の
自
粛
等
に
よ
り
経
済
が
大
き
な
打
撃
を
受

け
ま
し
た
。

　
残
念
な
が
ら
、
感
染
流
行
は
今
も
収
束
の
兆
し
が
見
え
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
日
本
は
欧
米
諸
国
等
と
比
べ
、
感
染
拡
大
を
あ
る
程

度
抑
制
で
き
て
い
る
と
の
国
内
外
か
ら
の
評
価
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
ひ
と
え
に
医
療
従
事
者
の
方
々
の
不
眠
不
休
の
ご
尽
力
の
た
ま

も
の
で
あ
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
同
時
に
感
染
者
が
少

な
い
要
因
と
し
ま
し
て
、
日
本
人
に
手
洗
い
や
う
が
い
、
マ
ス
ク
着

用
と
い
っ
た
衛
生
的
な
習
慣
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
、
「
国
民
皆
保

険
制
度
」
に
よ
り
体
調
不
良
の
早
い
段
階
で
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
経
済

へ
の
影
響
で
今
ま
で
以
上
に
厳
し
い
状
況
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
健
保
組
合
の
使
命
は
、
被
保
険
者
と
ご
家

族
の
皆
さ
ま
が
健
康
で
働
く
こ
と
が
で
き
、
心
豊
か
に
生
活
で
き
る

よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
健
康
保
険

組
合
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
事
業
運
営
の
効
率
化
や
、
実
効
性
の
高
い

各
種
保
健
事
業
の
展
開
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
皆
さ
ま
の
健
康
を
支

え
る
べ
く
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
不
確
実
で
不
透
明
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
い
っ
そ
う
健
康
に

留
意
し
て
い
た
だ
き
、
皆
さ
ま
に
と
っ
て
幸
多
き
一
年
と
な
り
ま
す

よ
う
祈
念
し
て
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

兵
庫
県
運
輸
業
健
康
保
険
組
合

理
事
長

　濵
田

　長
伸

●他の人と十分な距離を取る！
●屋外でも密集するような運動は避けま
しょう！
　•少人数の散歩やジョギングなどは大丈夫
●会話をするときはマスクをつけましょう！
　•5分間の会話は1回の咳と同じ

●窓やドアを開け
　こまめに換気を！

●飲食店でも距離を取りましょう！
　•多人数での会食は避ける
　•隣と一つ飛ばしに座る
　•互い違いに座る
●電車やエレベーターでは会話を
　慎みましょう！

　ノロウイルスへの感染は、人からの他に、カキをはじめ、アサリやホタテ貝などの二枚貝を食べるこ
とでも起こります。ノロウイルスが活性化する冬には二枚貝はもちろん、生食はできるだけ避け、中心
部まで十分加熱して食べるようにしましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための「新しい生活様式」

ノロウイルスは調理に注意！十分に加熱を

インフルエンザ予防対策として、予防ワクチン接種費用の一部を補助します。
「インフルエンザ予防接種補助金請求書」をホームページよりダウンロードし、事業所（任意継
続被保険者は個人）で取りまとめて請求してください。
●対　象　者 ワクチン接種日（令和2年10月～令和3年2月末日）に当組合の被保険者又は

被扶養者の資格を有する方
●補 助 金 額 年１回に限り、費用の半額（上限2,000円）
 ※年2回予防接種している方は、1回分の予防接種のみ補助対象となります。
●添 付 書 類 ワクチン接種費用の領収書（接種者個々）の写し
●請求締切日 令和3年３月31日（水）（締切日を過ぎるとお支払することができません。）

インフルエンザ予防接種補助金

新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の感染拡大で、
私たちの暮らしの中に感染症予防がすっかり定着してきました。
毎年、空気が乾燥する冬の時期は、インフルエンザをはじめ、
ノロウイルスなどの感染性胃腸炎等、新型コロナ以外の感染症も流行します。
ウイルスによる感染症の予防法は、新型コロナと基本は同じですから、
気を抜かず、このまま継続していきましょう。

感染症予防の徹底を続けましょう
冬もご注意！
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医
療
費
控
除
と
は
、
１
年
間
に
支
払
っ
た

医
療
費
の
総
額
が
一
定
額
を
超
え
た
場
合
に
、

そ
の
医
療
費
分
を
課
税
所
得
か
ら
差
し
引
い

て
納
税
額
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
制
度
の

こ
と
で
す
。
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で
の

医
療
費
の
合
計
が
10
万
円
を
超
え
た
場
合
に

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
控
除
の
限
度
額
は

２
０
０
万
円
で
、
同
一
世
帯
で
あ
れ
ば
合
算

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　「
医
療
費
控
除
で
支
払
っ
た
医
療
費
が
そ
の

ま
ま
戻
っ
て
く
る
」
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
間
違
い
。
医
療
費
控
除
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
所
得
と
し
て
計
算
さ
れ
る

額
が
減
る
た
め
、
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
、
払

い
過
ぎ
て
い
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
と
い
う

仕
組
み
で
す
。
さ
ら
に
、
翌
年
の
住
民
税
が
安

く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
窓
口

で
支
払
っ
た
医
療
費
や
通
院
の
た
め
の
交
通

費
、
治
療
を
目
的
と
し
た
市
販
薬
や
湿
布
の

購
入
費
な
ど
で
す
。
対
象
と
な
る
も
の
を
確

認
し
て
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

　
市
販
薬
に
つ
い
て
は
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」
も
使
え
ま
す
。
特
定
の

成
分
が
含
ま
れ
た
市
販
薬
（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ

Ｔ
Ｃ
薬
）
を
対
象
に
、
購
入
額
が
１
年
間
に

１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た
額
が
所
得
か
ら

控
除
で
き
ま
す
（
上
限
８
万
８
０
０
０
円
）。

医
療
費
控
除
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
医
療
費
の
額
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
有
利

な
方
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末

調
整
と
は
別
に
、
確
定
申
告
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
確
定
申
告
は
、
管
轄
の
税
務
署

で
前
年
分
を
翌
年
１
月
か
ら
手
続
き
可
能
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ｅ–
Ｔ
ａ
ｘ
）
で
電
子

申
告
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
の
際
に
は
、
ど
ん
な
医
療
費

を
支
払
っ
た
か
分
か
る
よ
う
に
、
保
険
者

か
ら
発
行
さ
れ
る
医
療
費
通
知
（「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
）
を
添
付
し
ま
す
。

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
な
い
項
目
は
様

式
に
従
っ
て
明
細
書
を
作
成
し
て
提
出
し

ま
す
。
領
収
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
が
、
５
年
間
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
、
税
務
署
か
ら
求
め
ら
れ
れ
ば
提
示
・

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

年
間
の
医
療
費
が
10
万
円
以
上
な
ら

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

確
定
申
告
が
必
要

医療費控除
●�医療費合計が年間で10万円を超えた場合が対象

●�生計を同一にする家族の医療費も合算できる

●�医療費控除を受けるためには確定申告が必要

年
間
の
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え

医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き
は
？

１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
て
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
、

そ
の
医
療
費
分
を
所
得
税
か
ら
控
除
し
、
納
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
き
ち
ん
と
理
解
し
て
漏
れ
な
く
控
除
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

1年間に支払った
医療費の総自己負担額

（生命保険・健康保険からの給付金を除く）

10万円
（総所得が200万円以下の人は

総所得金額の5％）

医療費控除額
（上限200万円）

医療費控除額の計算方法 ※
確
定
申
告
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
や
管
轄
の
税

務
署
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

＝

－

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

マイヘルスウェブ（MY HEALTH WEB）上で医療費控除の申告ができます

対象になるもの 対象にならないもの
□ 医療機関の窓口で支払う医療費
□ 処方薬の購入費
□ 治療目的で購入した市販薬の購入費
□ 医療機関に行くための電車代やバス代などの交通費
□ 入院時の食事代／やむを得ない差額ベッド代
□ 治療目的で作成された診断書代
□ リハビリ費用
□ 介護費用（一部）　　
□ 出産費用
□ 松葉づえや車イスなどのレンタル・購入費用
□ 健康診断・人間ドックなどで異常が見つかった場合の費用 
□ レーシック手術などの近視治療の費用

□ 健康診断・人間ドックなど予防に関わる費用
　（異常が見つからなかった場合） 　
□ 予防接種の費用
□ 治療目的でないマッサージ費用
□ ビタミン剤など、病気予防や疲れを取る目的の薬の購入費
□ 医療機関に行くために利用した自家用車のガソリン代／
駐車場代

□ 入院時に自ら選択した個室代／寝間着等のレンタル費用
□ 医療用ウィッグの費用
□ 一般的なコンタクトレンズ・眼鏡の作成費用

【通知対象期間】 医療機関受診分 ： 2020年1月～2020年11月受診分
整骨院等療養費分 ： 2020年1月～2020年11月支給決定分

年間医療費のお知らせ2020年 1月～ 2020年 11月分
●●　●●　様

2021年　2月　◯日
　　　　兵庫県運輸業健康保険組合

医療機関名は表示されないものがありますので、ご了承ください。

この通知にご不明の点がありましたら健保組合（事業所担当者）までお申し出下さい。

受　診　者　氏　名

合　　　　　　　計

区  分診療年月
日数
または
回数

医　　療　　費　　内　　訳
総　額 組合負担額 公費負担額 本 人 負 担 額 Ⓐ

Ⓐに対する
組合給付額Ⓑ

本人最終負担額
ⒶーⒷ 摘要

健保　太郎
◯◯診療所
◯◯調剤薬局
◯◯整形外科

健保　花子
◯◯歯科
◯◯歯科
◯◯病院

入院外
調剤
入院外

歯科
歯科
入院

1
1
1

1
1
1

5
5
8

6
7
8

1
1
1

3
1
1

７４６０
２９００
３７００

 
 

２１７００
４０００
６３０００

５２２２
２０３０
２５９０

 
 

１５１９０
２８００
４４１００
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摘要のご説明 1＝本人高額療養費・家族高額療養費
2＝一部負担還元金・家族療養付加金

治療を受けた医療機関、
日付、回数などに間違い
がないか確認しましょう

窓口での支払い額を確認
するだけでなく、かかった
医療費の総額も把握して
おきましょう

事業所　62　　　　兵庫県運輸業健康保険組合

所　属　1234

記号番号　62－1

健保　太郎　様

神戸市中央区相生町 4丁目 6番 4号
T E L （ 0 7 8 ） 3 4 1 - 4 8 0 1

兵 庫 県 運 輸 業 健 康 保 険 組 合 　

「年間医療費のお知らせ」の送付について（年1回配付）
2018年から医療費控除の申告手続きが、従来の領収書の添付に代わり、健康保険組合が交付する「年間医療

費のお知らせ」を添付書類として活用する事が可能となりました。当組合におきましても「年間医療費のお知ら
せ」を発行し、2月中旬頃に事業主を通じて送付いたします。（退職等の理由により、組合資格が喪失している方は
「年間医療費のお知らせ」は発行いたしません。）
ただし、通知対象期間は下記のとおりとなりますので、「年間医療費のお知らせ」に反映されていない分（医療
機関の受診から当組合への請求に時間を要するため）につきましては、医療機関発行の領収書から作成した医療
費控除の明細書を添付することになります。
医療費控除の申告をお急ぎの方、資格喪失により手元にお知らせがない場合には、従来どおり医療機関発行
の領収書にてご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

個人向け健康ポータルサイト「MY HEALTH WEB」ではご自身の
医療費情報等確認することができ、税務署へ電子申告することがで
きます。ただし医療費情報は診療月から3ヵ月後に表示され、医療
費控除に必要な情報が表示されない場合もありますのでご注意くだ
さい。
※利用するためには事前に初期情報を登録する必要があります。
　当組合ホームページ上のバナーからアクセスしてください。

2021年2月中旬頃配付予定

当組合
ホームページ

画面
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新型コロナウイルス感染症の心配から受診を控えていませんか？

毎 年 を受けるメリット

　健診会場では、厚生労働省の感染防止ガイドライン等に基づき、換気や消毒でし
っかりと感染予防対策をしています。また、受付時間や受診者同士の間隔などにも
配慮しています。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性がありま
すので、感染症予防対策を行った上で、きちんと健診を受けるようにしましょう。

自覚症状のない病気を早期に発見できる

アフターフォローが受けられる

家計にも優しい

自覚症状のない生活習慣病は、検査数値の定期的なチェックで早期発見が可能です。

健診結果により保健指導に該当すると、生活習慣の改善やダイエットなどについてサポートが受けられます。

生活習慣病はいったん発症すると治療が長期化し、家計にも負担になります。健診で健康を維持して医療費負担を
減らしましょう。

1

2

3

健診の前に 体温を測定するなど、体調に問題がないことを確認しましょう

健診前後は 手洗いをしましょう

受診の時も マスクを着用しましょう

　特定健診受診概要については、被保険者様の事業所を通じて令和2年7月にご案内をしております。
　特定健診を受診できる機関は、最寄りの医療機関で受診する方法、または当組合契約機関「京都工場
保健会」主催の巡回家族健診のどちらか一方の方法により受診することができます。
※京都工場保健会主催の巡回家族健診の健診会場については、7月に案内している一覧をご覧ください。
　ただし、最寄りの医療機関で受診する場合は、特定健康診査受診券の有効期限延長が必要となります
ので、申請書「特定健康診査受診券申請書（一般用）」（ホームページにてダウンロード可能）によ
り、当組合へ受診券再交付の申請をしていただき、 受診をお願いします。

　今から特定健診を受診される方へ（40歳以上の加入員）

ご家族の皆様も年に一度は
　　　　で自分の体を
　　　　チェックしよう！
　糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病やがんの多くは、自覚症状のない
まま進行します。自覚症状を感じにくい病気を早期発見、早期治療するためには、
健診の定期的な受診が何より効果的です。
　「忙しいから」「コロナが心配だから」と後回しにせず、年に一度は健診で自分の
体をチェックしましょう。「要再検査」「要精密検査」と判定されたら、自覚症状が
なくても必ず医療機関を受診してください。

医療費適正化医療費適正化にご協力をお願いいたします！！
適切かつ効率的に受診する「適正受診」で、医療費や家計負担を抑えることができます。
疲弊する救急医療の現場の改善にもつながる適正受診のポイントを押さえておきましょう。

はしご受診はやめましょう！
同じ病気で複数の医療機関にかかることを「はしご受診」といいます。
医療機関を変えるごとに初診料がかかり、医療費が無駄になるだけでなく、
同じような検査を何度もすることになるので身体にも負担がかかります。

かかりつけ医をもちましょう！
信頼できる“かかりつけ医”がいれば、病歴などが蓄積でき、必要に応じて
大きな病院を紹介してもらうこともできます。はしご受診の抑止にもなります。

できるだけ診療時間内に受診しましょう！
休日や標榜時間外に受診すると、それだけで割増料金がかかります。
急病でなければ、なるべく標榜時間内に受診するように心掛けましょう。

薬を正しく使いましょう！
医師の指示以上にたくさんの薬を欲しがったり、自己判断で薬を使用したり

することは、身体に悪影響を与える場合があります。また余分な薬は医療費
の無駄遣いになります。

　厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp」公式ウェブサイトはこちらhttps://kakarikata.mhlw.go.jp

整骨院・接骨院は病院や診療所等の医療機関ではありません！
健康保険は次の場合に限り使えます。
●急性などの外傷性の打撲・捻挫及び挫傷（肉離れなど）、骨折・脱臼
　※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。（応急処置を除く）
●負傷原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み

整骨院・接骨院で健康保険を使うときは、
●何が原因で負傷したのかを正しく伝えましょう！
●療養費支給申請書には必ず自分で署名又は捺印をしましょう！
●領収書は必ずもらって保管しておきましょう！
●治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう！

●
●
医
院

■■大学病院

▲▲病院

カルテ
●●●●様

○○○年
●●●●●●●●●
○○○年
●●●●●●●●●
○○○年
●●●●●●●●●

朝 夕 昼

診療時間外

時間外料金

診療費診療費

診療時間内

日常生活からくる疲労・肩こり・体調不
良やスポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
などは　全額自己負担  になります。

多種・多量投与の危険性

　1人の患者さんが、同じ時期に複数の病院で受診した場合、類似している薬効のお薬をそれぞれの病院より処
方してもらい飲むこと、また、お薬を一度に大量に飲むことを指します。
　同期間に複数の医療機関で受診をする場合は、既に飲んでいる薬について医師や薬剤師に相談ください。

多種・多量投与とは？

めまいや嘔吐など
を発症する。

胃腸や肝臓の
障害を起こす
ことがある。

薬の効力が
消えて
しまう。

薬の飲み合わせにより

副作用が生じる
可能性がある

おうと
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あなたの健康づくりを応援します

　高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
拠
出
金
お
よ
び
保
険
給
付
の
適
正
化
を
目
的
に
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
50
条
に
基
づ
き
、
毎

年
度
被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
は
、
被
扶
養
者
の
方
の
現
況
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
加
入
者
の
皆
様
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
に
つ
な

が
る
大
切
な
事
務
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
2
年
度
の
実
施
方
法

●
確
認
の
対
象
と
な
る
方

令
和
2
年
10
月
16
日
現
在
、
満
18
歳
以
上
の
被
扶
養
者
の
方

た
だ
し
、
令
和
2
年
4
月
1
日
以
降
に
被
扶
養
者
と
な
っ
た
方
は
確
認
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
提
出
期
限

令
和
3
年
1
月
20
日（
水
）

事
業
所
の
健
康
保
険
担
当
者
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
に
つ
い
て

あなたが加入している健康保険組合です。
大切なお知らせを掲載しています。ご家族の皆さまでお読みください。

ひょうご健康企業宣言

「ひょうご健康企業宣言」（健康企業を目指して、
事業所と健康保険組合が協働して健康づくりに取り
組むことを宣言する）を当組合加入の次の事業所が
宣言しました。

神貨自動車株式会社 兵庫県神戸市長田区

http://www.hyogo-unyu-kenpo.or.jp/
兵庫県運輸業健康保険組合のホームページ

姫
路
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
入
園
券
割
引
契
約
に
つ
い
て

加
入
員
の
皆
さ
ま
の
健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め
、
姫
路
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー

ク
の
入
園
券
に
つ
い
て
来
年
の
3
月
末
ま
で
の
期
間
中
、 

割
引
利
用
を
契
約
し

て
お
り
ま
す
。

入
園
券
が
必
要
な
方
は「
姫
路
セ
ン
ト
ラ

ル
パ
ー
ク
利
用
券
申
込
書
」に
利
用
負
担
金

額
を
添
え
て
事
業
所
単
位
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。（
申
込
書
は
当
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

※
転
売
サ
イ
ト
へ
の
転
売
や
不
正
使
用
・
流
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
未
使
用
の
入
園
券
の
払
戻
し
は
い

た
し
か
ね
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

大人

子供

幼児

中学生以上

小学生

3歳～小学生未満

1,800円

1,100円

600円

【利用者負担金】

姫路セントラルパークホームページ
https://www.central-park.co.jp/

な
く
な
り
次
第
終
了

主 な 内 容
新年のごあいさつ
年間医療費のお知らせ及び医療費控除について
特定健診受診案内について


